
は　じ　め　に

　塩専売制は，明治３８年（１９０５）における日露戦争の財政収入を直接的な

契機として成立した。ただ，塩専売制の意図は，財政収入だけでなく，国

内塩業の保護育成がもう一つの理由としてあげられる。以来，塩専売制は，

平成９年４月の塩事業法の施行に至るまで続くこととなるが，この間，塩

の官費回送や準備塩の貯蔵，販売機関の拡充と整備，賠償価格の引き上げ

や，販売価格の制限などの制度的整備が行われている。とりわけ大正７年

（１９１８）には，塩専売制の性格としてあった，財政確保と製塩業の保護育成

の二つの側面のうち財政確保の側面を無くし，塩の需給調整や塩業の保護，

塩価の低減統一などを目的とした公益主義を採ることになる。これにより，

合同機械製塩を推進し，流通機構も塩専売制度下での販売網を形成してい

くことになる。戦前期は明治４３年（１９１０）・４４年と昭和４年（１９２９）・５年の

二度に渡り製塩地整理が実施され，不良塩田の整備も行われた。

　また，化学工業の勃興もあり，塩の需要が一層増大することになるが，

台湾，中国などからの輸入によって補うことができていた。ところが，太

平洋戦争の泥沼化により，資材不足のために国内の生産量を減らしただけ

でなく，海外からの輸入も困難となっていく。そして，昭和１７年（１９４２）１

月より，塩の割当配給制を実施することとなったのである。戦時中は，こ

の割当配給制により工業用塩よりも家庭用塩を重視することで，人間の塩
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の必要量である１人１か月当り２００グラムを確保し配給がなされている。

　戦後になると，昭和２３年６月より，臨時物資需給調整法に基づいた塩割

当配給が実施されることになり，昭和２５年１月まで続くことになる。

　このような戦前から戦後に至る塩業の動向については，『塩専売史』や

『戦後日本塩業史』などといった各塩業界団体からの研究成果で概観するこ

とができる１）。また筆者は，塩流通の側面の，明治期から戦前期の動向につ

いて明らかにしている。すなわち，明治６年に松永塩商社として設立し，

明治３６年に株式会社となっていく経緯を明らかにすると共に，塩専売制下

の塩流通の編成のあり方を明らかにしている。さらに，大正１１年（１９２２）

５月以降，合資会社東備塩元売捌所として発展・展開し，昭和１８年（１９４３）

４月に広島地方塩元売捌所が設立するまでの動向について，塩の廉価供給

政策，外国塩の輸入などという塩専売制の質的変容を踏まえつつ，販売区

域に対して「安定した」販売と，「適正」な供給を実現したことを明らかに

してきた２）。

　合資会社東備塩元売捌所は，広島県福山市に存在する塩元売捌所である。

同社は，大正１１年（１９２２）に設立されて以来，昭和１８年（１９４３）３月の解

散まで存続した。その後，同年４月に，県下塩元売捌業者を糾合した広島

塩元売捌合資会社の設立に参加している。昭和２２年７月，広島塩元売捌合

資会社が解散すると，再び東備塩元売捌合資会社を設立したのである。こ
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　１）　専売局編『塩専売史』（１９１５年），専売公社『戦後日本塩業史』（１９５８年），三浦

鶴治『日本食塩回送史』（１９２９年），全国塩元売捌人組合連合会『日本食塩販売史』

（１９３８年）など，他に個人的な成果としては，加茂詮『近代日本塩業の展開過程』

（１９９３年，北泉社），相良英輔『近代瀬戸内塩業史研究』（１９９２年，清文堂）

　２）　拙稿「１９００年前後における松永塩流通の展開と尾道市場」（『経済科学論集』５

－２，２００２年），拙稿「瀬戸内塩流通の展開と塩専売制」（中西聡・中村尚史編

『商品流通の近代史』２００３年），拙稿「塩専売制前後における松永塩商社―産地に

おける商業組織の動向―」（『日本塩業の研究』第２８集，２００３年），拙稿「戦前期，

塩専売制下の流通組織の展開―東備地方塩元売捌所を素材として―」（『日本塩業

の研究』第２９集，２００５年），拙稿「山陽鉄道の開通と松永塩の販路拡大」（『鉄道

史学』２００５年刊行予定）



のように組織的な変遷はあるものの，東備塩元売捌合資会社は，松永，福

山，府中の販売区域に対し，戦前から戦後，そして現在に至るまで，塩専

売制の時のみならず，専売制を廃止した現在に至るまで，地元消費者に対

し，塩の供給を担い続けたのである。

　本論では，戦後の混乱期から比較的安定する昭和２０年から２９年にかけて

の塩流通の動向について，東備塩元売捌合資会社を例に検討していくこと

にしたい。

一　戦後直後における塩業動向

――戦時体制下の専売制から戦後の専売制へ――

　昭和１０年（１９３５）から昭和２３年にかけての製塩高と，国内消費高の推移

について＜表１＞を参照しながら検討しよう３）。
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　３）　本項の内容については，基本的に『戦後日本塩業史』（１９５８年）の成果に基づ

いている。

＜表１＞　昭和１０年～２３年における塩需給高

国内消費高国　　　内

合　　計工 業 用食 料 用合　　計輸移入高生 産 高

１�８４６１�０６８７７８１�７８８１�１８４６０４昭和１０年

１�９７１１�１６０８１１１�７８９１�２７０５１９昭和１１年

２�２９４１�４１３８８１２�２７８１�７４２５３６昭和１２年

２�４４０１�４７６９６４２�２３５１�７５１４８４昭和１３年

２�４２５１�４０９１�０１６２�４９６１�８６０６３６昭和１４年

２�４０２１�３５６１�０４６２�２９９１�７２５５７４昭和１５年

１�９２７９３０９９７１�８９５１�５０６３８９昭和１６年

１�８１３７８７１�０２６２�００８１�５３３４７５昭和１７年

１�８０８７１０１�０９８１�８２５１�４１０４１５昭和１８年

１�５１５５９０９２５１�２９７９４４３５３昭和１９年

６５７１６８４８９６４１４５７１８４昭和２０年

６０７１１８４８９６１３４１２２０１昭和２１年

９０２２３７６６５１�０２７８９６１３１昭和２２年

１�５４０４５３１�０８７１�５６９１�２７７２９２昭和２３年

単位，１�０００㌧（日本専売公社総務局『日本専売公社事業現況』１９４９年）



　まず，国内塩生産の面から述べていくことにしよう。同表を参照すると，

昭和１０年における塩生産高は，６０万㌧を超えていたが，戦時末期の昭和１９

年ごろになると３５万㌧と約半減し，終戦の昭和２０年には１８万㌧と３分の１

を割っている。これは，空襲による製塩地の被害もさることながら，昭和

２０年秋における風水害による被害も甚大であったことによる。この塩不足

に対し，戦前では，台湾，関東州，中国を始めとした各地からの移入・輸

入に依存したわけだが，終戦の昭和２０年，２１年には，この輸移入も激減し，

塩不足を招いたのである。

　戦後直後の塩不足の状況下，製塩業に対する政策は，国内製塩業の緊急

増産と食料用塩（特に家庭用塩）優先の方針に基づきなされている。具体

的政策としても，製塩地の拡大に努め，飛行場などの軍用地５≤０００町歩を塩

田にし，５０万㌧の生産計画を立てている４）。また，従来から認可されている

塩田だけでなく，各地で自主的に製塩する自給製塩生産によって補われて

いた。自給製塩とは，戦時期の塩不足を想定し，増産政策の一環として塩

専売法戦時特例として設置されたものである。その後，戦時行政特例法か

ら塩専売制に復帰すると，自給製塩は，戦時を臨時という名目に置き換え

存続している。この時期，自給製塩に対しては，技術指導を拡充するだけ

でなく，設備補助金予算を計上するなどの措置をとり支援している。

　　同時期（昭和２０年１１月）に，経済団体連合委員会が提出した，「塩増産

緊急対策に関する意見」を参照しても，当時の塩不足の対処法として既存

塩田の生産性の向上を指摘するだけでなく，自給製塩業の一層の推進，不

要な飛行場跡地利用の促進などが提案されている。塩不足の状況に対し，

専売制に基づいた戦前期の既存のシステムでは，塩の確保が困難であった

のである。

　しかし，昭和２１年９月には，自給製塩に対する補助金が基本的に打ち切

られ，次第に自給製塩は専業製塩に転換することとなり，非効率な小規模
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　４）　「飛行場等軍用地の塩田化」『専売月報』１９４６年



自給製塩は認められなくなっていく。そして，自給製塩制度は昭和２４年６

月に廃止されることになったのである。こうして製塩業については，塩専

売制の下に再編成されたのである。

　塩の国内消費高に目を向けてみよう。昭和１９年から２２年にかけて，食料

用，工業用のいずれにおいても，消費高を激減させているが，とりわけ，

工業用塩の消費は激減している。

　昭和２２年１１月における，塩販売指定数量を参照しよう。広島専売局の管

轄では３≤２８８㌧の塩が割り当てられているが，その内訳を述べると，家庭用

調味料塩が８７４㌧，家庭用漬物用塩が１≤０５２㌧，業務用味噌用塩が４２３㌧，業

務用醤油用塩が３１０㌧で業務用水産用塩が２７４㌧となっている。家庭用塩を

優先し，業務用として使用される場合でも醸造業を中心に振り向けられて

いることがわかるだろう。

　昭和２３年６月からは，臨時物資需給調整法に基づいた割当配給が行われ

ることとなり，塩の配給は食料用塩について専売公社が担い，工業用塩は

通産省が取り扱われることになった。そして全般的な塩の配給計画は専売

公社が担当することになっている。

　食料用塩の割当については，物資需給調整法に基づく，指定配給物資と

して，塩割当配給規則に基づき切符制を実施している。家庭用基本割当て

は，全国一律に一か月当たり２００グラムづつで家庭用購入券と引き換えに売

り渡されている。他の自家用味噌醤油醸造や自家用漬物などのために，さ

らに塩を必要とする場合は季節的に加算割当が行われることになっていた。

また，業務用割当は，一般業務用（味噌，醤油，漬物，魚類塩蔵，皮革，

麺類などの製造用）は業者が各々で直接専売公社の地方割当局に申請する

こととし，割当を受けた切符の交付を受けて塩小売人または塩元売人から

切符を引き換えて塩を買い受けることにしたのである。

　工業用塩の割当については，通産省において指定生産資材割当規則に基

づき，需要者割当証明書を発行し，各業者は専売公社の地方塩販売所から

直接買い受けている。
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　塩元売人については，独占営業を排除するために，一府県ごとに３名以

上の登録を必要としていた。また，元売人は，塩小売人のほか，塩元売人

から直接塩を購入する業務用塩消費者も参加して選出されている。

　塩の販売価格は，大蔵大臣の認可を受けるものとされるが，基本的には

専売公社によって定価が決められ，公告が出されている。戦前の場合は，

製塩業に対する資材などの費用が嵩み，生産者に対して支払われる賠償価

格が高くなった時でも，販売価格は抑えられ，塩は政府の損失を負担して

販売されることもあった。その後，昭和２０年５月に白塩，原塩の二種に統

合され，各種の塩も単一価格で販売されるようになったのである。この時

期，国内塩の買入価格（賠償価格）は，１　㌧当り２５４円であるのに対し，専

売局の販売価格は，１㌧当り１９１円と低額であり，この価格の損失は政府が

補填していたのである。

　昭和２４年６月には塩割当規則が改正されている。これによると，これま

で，塩元売人や塩小売人が登録されるためには，需要者（塩元売人の場合

は塩小売人と大口消費者，小売人の場合は一般消費者）の選挙により，一

定の票数または取扱量を必要としていた。しかし，この改正の結果，資産

信用が確実であれば，販売人として登録を申請できるようになっている。

また，登録期間は，従来は一年間であったが，改正により期間は原則とし

て定めなくしている。ただし，塩販売人が各専売法や経済統制令に違反し

た場合には営業停止や登録取消の措置を受けることとなったのである。さ

らに，塩購入予約券制度を廃止し，塩原票登録を採用することとし，これ

を用いて購入登録を行うことに改めたのである。

　さらに，直接消費者が塩元売人から直接買受けることができる買受数量

を１回当り１００�以上としていたが，この時から１㌧以上に引き上げられ

ている。

　この時期の国内産塩の塩販売過程について，＜図＞を参照しながら整理

しておこう。製塩業者は，全て収納所へ運ばれ，そこで賠償価格に基づい

た塩代金を受け取ることになる。収納所では，基本的に塩の保管・管理・
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回送を担うことになるが，販売所への回送は，地方局の指示に基づきなさ

れている。そして，販売所から，全国１３６人で構成される塩元売人に運ばれ

る。この移送量は，割当局から受け取った割当証明書に基づいた量が運ば
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＜図＞　国内塩の販売過程



れることになり，全国の小売人７６≤９４１名，そして消費者へと運ばれる。割

当局では，消費者に対しても割当証明書を発行し，この割当証明書を小売

人に見せ，塩を購入する。また，塩元売人から消費者へ販売する時は，原

則として小売人を介する必要があったが，１，０００�以上になると，塩元売人

から消費者へ直接販売することが認められていた。

　その後，昭和２４年１０月には塩の余剰に伴い家庭用塩について，一般消費

者に対して塩購入を無制限にして売行増進を意図することになる。これに

より，一時的に塩割当配給規則の適用を中止している。そして，このこと

をきっかけとして，昭和２５年１月から業務用塩を含め全面的に塩割当配給

制度を廃止したのである。

　以上，戦時，戦後直後における塩業の動向について紹介してきた。戦後

直後は，塩不足ということで，それを円滑に配給するため，家庭用塩への

配付を優先した塩割当登録制がとられていた。これは，戦時期の塩割当配

給制度を引き継いだものであるが，この制度により，人間の必要な塩消費

量である２００㌘（１人当り，１か月）を維持配給することを可能とし，塩不

足の危機を乗り越えることができたのである。

二　戦後における東備塩元売捌合資会社の展開

　昭和２２年７月２０日，東備塩元売捌合資会社の設立に向けた同意書が作成

されている。同意書には，高田辰雄（福山市），佐藤泰三（芦品郡府中町），

石井英雄（松永町），石井甲三（松永町），前原小三郎（松永町），松永塩商

社の連名で記載されている。その５日後の２５日に東備塩元売捌合資会社と

して定款が作成されている。この定款によれば，本店を松永町に設置する

こととし，出張所を福山市船町，芦品郡府中町に設置することになってい

る。こうして，同月３１日に創立登記を済ませ，８月１日より営業を開始し

たのである。

　また， 昭和２２年１１月の段階における塩元売捌人について記した， ＜表２＞

を参照しても，広島県下では，広島，尾道，東備，三次の四つの塩元売捌
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人が組織されていることがわかるだろう。広島県下には，竹原塩田や松永

塩田を始め，尾道市域に塩田が連なり，他地域と比較すると，製塩地が隣

接しているという印象であるが，他所と比較すると，元売の塩販売制限価

格や塩引取運賃は，比較的高いという印象がある。政府から売り渡される

塩の価格は全国統一価格で定められているが，塩販売人から売り渡される

ときには，塩引取運賃，営業利益を加算した制限価格の範囲内の価格で売

り渡されることになる。塩元売捌人と塩小売人の営業利益はそれぞれ金額

が一定であり，塩引取運賃の差が塩販売制限価格の差となっていたのであ

る。また小売価格の塩販売制限価格なども相対的に高い。こうした点は，

東備塩元売捌合資会社の販売先が広範囲であり，輸送が困難な東城なども

含まれており，販売圏とも関係するところであろう。

　以後，昭和２２年度から２８年度にかけての東備塩元売捌合資会社の動向

について「営業報告書」と＜表３＞と＜表４＞を参照しながら検討してい
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＜表２＞　昭和２２年１１月における塩売捌人塩販売制限価格表（抄録）�

小売（１００瓩当）元売（１００瓩当）都道府県名

塩販売制限価格塩引取運賃塩販売制限価格塩引取運賃塩元売捌人名

原　塩白　塩原　塩白　塩

５２８�０００５５８�０００３９�１６０４０８�８４０４３８�８４０６０�３４０東 京東 京

５１３�９６０５４３�９６０３７�１６０３９６�８００４２６�８００４８�３００横 浜神 奈 川

４８４�５００５１４�５００３７�０００３６７�５００３９７�５００１９�０００仙 台宮 城

５２０�０２０５５０�０２０６０�２００３７９�８２０４０９�８２０３１�３２０北 海北 海 道

４７９�５００５０９�５００１９�８００３７９�７００４０９�７００３１�２００大 阪大 阪

４８４�６００５１４�６００２４�０００３８０�６００４１０�６００３２�１００神 戸兵 庫

４８７�１００５１７�１００３７�１００３７０�０００４００�０００２１�５００広 島広 島

４９３�９００５２３�９００４１�５００３７２�４００４０２�４００２３�９００尾 道

５２０�２００５５０�２００５５�２００３８５�０００４１５�０００３６�５００東 備

４８７�９００５１７�８００３３�２００４７４�６００４０４�６００２６�１００三 次

５０６�４６０５３６�４６０４４�９３０３８１�５３０４１１�５３０５３�０３０徳 島徳 島

４８９�８００�５１９�８００３７�２００３７２�６００４０２�６００２４�１００熊 本熊 本

『専売月報』昭和２２年１２月号



くことにしよう５）。東備塩元売捌合資会社は昭和２２年８月１日に出資総額１９

万円で営業が開始されている。昭和２３年度の「営業報告書」を参照すると，

同年度の製塩量は平年の７割弱で，全国的に塩が供給不足で外国塩の供給

にも依存している。ただ，広島県下の家庭用塩は規定通りに塩を確保でき

ており，報償用，家畜用，業務用なども，むしろ増額の割り当てがなされ

ていた。また，配給取り扱い数量においても，前年と比較して非常に増額

している。これは，塩の販売価格と販売手数料が大幅に引き上げられたこ
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　　　　　＜表３＞　昭和２２年度から２８年度に　

明治２３年度昭和２２年度

福山支店松永本店府中支店福山支店松永本店

３８�２５２１１�２４２前年度繰越塩
右回送費
本年度買受塩
右回送費
小売人引渡運賃
塩価改定による差損金引

４�１９２３０８
２４�９０７�７９６８�９５４�０６４１�５７０�４５８５�５２２�８１８１�９６３�５６２
２�００４�２５３２８０�４４９１８２�４８１５５９�０６７４５�０３４
１�４９２�７９０２６２�５５０１２１�６０８４７７�１６４５９�３３５

２８�４４７�２８３９�５０８�６１４１�８７４�５４７６�５５９�０４９２�０６７�９３１合計
２８�７１４�０２２１０�０６３�２７７１�８９４�１８７６�７０６�３８６２�３１６�２７０本年度売渡塩総額
９３８�８１９２６０�９９１６�５７０３８�２５２１１�２４２現在塩
４４�６１０６�１５６８１０４�１９２３０８右回送費

塩価改定による差益金
２９�６９７�４５１１０�３３０�４２４１�９０１�５６７６�７４８�８３０２�３２７�８２０合計
１�２５０�１６８８２１�８１１２７�０２０１８９�７８１２５９�８９０販売益金

昭和２７年度昭和２６年度

福山支店松永本店府中支店福山支店松永本店

１�１００�５２８９０９�８９０３９１�９８２９５９�７５６８７３�９９２前年度繰越塩
４�４５２２３�９０６８�６５５右回送費

３８�８２７�７４９１０�３０３�０００１１�７２７�３４０３５�６６１�０４０１１�０９７�９７０本年度買受塩
９６１�３７０８５�８７５１５０�７０６８８４�５６３９６�４３５右回送費
１�２１２�７４７１８６�９１６５３３�０００１�３５９�１６５２５５�１１４小売人引渡運賃

９１�３６５１２６�７３６２０１�８９６塩価改定による差損金引
４２�１０２�３９３１１�４８５�６８１１２�８９８�８４５３９�０１５�１６５１２�５３４�０６２合計
４３�７９５�８１８１２�１００�１２７１３�４３６�２０９４０�６３５�１５８１２�６８０�８８１本年度売渡塩総額
１�２２７�８７５４１０�０８５４９０�５０８１�１００�５２８９０９�８９０現在塩

右回送費
２９�６４５４０�６６０塩価改定による差益金

４５�０５３�３３８１２�５５０�８７２１３�９２６�７１７４１�７３５�６８６１３�５９０�７７１合計
２�９５０�９４５１�０６５�１９１１�０２７�８７２２�７２０�５２０１�０５６�７０９販売益金

　５）　石井甲三家文書（広島県立歴史博物館蔵）



とによる。

　昭和２３年８月には３１万円を増資し，資本金総額を５０万円にしている。販

売数量も，４≤７０３㌧と，前年度の３≤４０５㌧と比較して３８％近く増加している。

これは，販売数量が昭和１７年度４≤８７６㌧，１８年度４≤６１７㌧の戦前期のレベル

と同量となったということである。また，昭和２３年６月には，臨時物資需

給調整法が発動されたことにより，塩販売業者も登録制を採用し，これに

合わせて，一時期，尾道，三次と合同する検討がなされているが，結局，

尾道と三次だけが合同することとなり，東備塩元売捌合資会社は合同せず

に済んでいる。

― ―223

落合： 戦後，塩販売機構の整備と展開

　おける各支店ごとの「損益計算書」（単位は円）

昭和２５年度明治２４年度

府中支店福山支店松永本店府中支店福山支店松永本店府中支店

２７８�２２３５３�８５０２２７�３６２３４０�８０７９３８�８１９２６０�９９１６�５７０
５�６５３１�８７５４�１１６１４�７３６４４�６１０６�１５６８１０

９�９５６�３８２３５�４８７�６１０１１�９８８�４４２６�２１３�８６３２０�２２４�３０８５�６７３�４２０８�４１５�１９６
９１�５７３８００�４１１１０６�９７５２１５�８１９１�０２１�１５６１４６�９４０５３２�９０６
３４２�８２０１�０１９�４８５１５１�０３１３５２�２６２９８９�１６６９２�５２１５３０�３０９
－３７�０３６－３６�８３４－３６�５５６

１０�６３７�６１４３７�３２６�３９７１２�４４１�３７０７�１３７�４８７２３�２１８�０５９６�１８０�０２９９�４８５�７９１
１０�９６５�４４６３８�３７９�９４３１２�４２９�３６７７�２０２�８５１２４�４４３�８６６６�７４３�０４９９�６０１�４６１
３９１�９８２９５９�７５６８７３�９９２２７８�２２３５３�８５０２２７�３６２３４０�８０７
４�４５２２３�９０６８�６５５５�６５３１�８７５４�１１６１４�７３６

１１�３６１�８８０３９�３６３�６０４１３�３１２�０１４７�４８６�７２６２４�４９９�５９１６�９７４�５２７９�９５７�００４
７２４�２６７�２�０３７�２０８８７０�６４４３１６�３１３８７０�５９７５２９�８９７４７１�２１３

昭和２８年度

府中支店福山支店松永本店府中支店

４０６�９０５１�２２７�８７５４１０�０８５４９０�５０８

１１�７９４�６５０３４�２６５�９００１０�５０５�３４５１１�７４６�７００
３０２�４６１８９３�３２５９４�３２０１５０�３０５
２７１�５３２８７６�４７０１１１�８５０３７４�７０８

１２�７７５�５４８３７�２６３�５７０１１�１２１�６００１２�７６２�２２１
１３�１０１�９００３８�００３�７７９１１�６３０�７６５１３�４１４�１１７
７０２�８６０２�１５９�４９０５９５�１５５４０６�９０５

２５�５２０５９�６４０３９�７６０３４�２４０
１３�８３０�２８０４０�２２２�９０９１２�２６５�６８０１３�８５５�２６２
１�０５４�７３３�２�９５９�３３９１�１４４�０８０１�０９３�０４２
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＜表４＞　昭和２２年度～２８年度における掉尾塩元売捌株式会社における決算表（円）�

昭和２８年度昭和２７年度昭和２６年度昭和２５年度昭和２４年度昭和２３年度昭和２２年度

１�９９９�８３０１�８９８�６４０２�０００�０００１１�４６９�６７１２�６０４�５９１４５７�２２９４５７�２２９有価証券資産貸借対照表

２�２２５�０００１�０２５�０００５２５�０００２５�０００２５�０００他社出資金

７�１９５�１０３１０�６４９�４１１７�１１２�２２１１�１０８�１０９４�７００�７４５１�３３５�３１６預金

１�１０５�８４０１�３１９�６０６３�７６２�９９９８９４�１１０９６９�５６９２�６８０�０１８１００�０００未収塩代金

１�７００�０００１�７９３�５００８�８３０�０００供託有価証券

３�４５７�５０５２�０４４�８６５２�５００�９２５２�２６２�７４３５７１�０７８１�６０６�１２０６１�３７４現在商品（食塩）

７�９８８仮払金

２２０取引商税印紙

１０�０００�０００１３�０００�０００銀行支払保証

２�５００�０００協同組合支払保証

１６�０００�０００１５�０００�０００支払保証

５００�０００増資引当準備預金

７４�７６７７８�３９１２６�２７７未収預金利息

１５�３００３７�３５０３２�７５０未経過保証料

２６�２２０３�５００未経過支払利息

５�３７１１８�１３７未収運賃調整差損補填金

２５８�４６８１３９�８５６２７３�３４６９０４�３７８５６５�０２８６６８�０９４３４０�７３３現金

３２�３６３�４０４３４�４１９�２４４３０�５３０�５１８２８�５５５�９０１１４�６７３�３７６１０�１１２�４２５２�２９４�６５２合計

２�０００�０００１�０００�０００１�０００�０００１�０００�０００１�０００�０００５００�０００１９０�０００出資金負債

１００�０００５６�０００６�０００積立金

２５０�０００法定積立金

２５０�０００２５０�０００利益準備金

６５０�０００７００�０００２５０�０００別途積立金

１２５�２７４７０�９８７３９�５２５４５�８６２８９�３６１４�９９４繰越金

７４２�８６９保管金

７�２６８�０４５１２�９８１�２００１２�２６２�８４０１２�９１４�６７０４�４３４�６３０７�９９０�９９９２�０５７�８３５未払塩代金

４�６８０９６０未払塩運賃

３００�０００２００�０００１００�０００３０�０００退職給与積立金

１６�０００�０００１５�０００�０００１２�５００�０００１３�０００�０００塩代延納保証

３８�１８５５０�５００３８�７９１５０�７４６１５�３８４９２�８９６２�５７３預り金

１�７００�０００１�７９３�５００２�３３０�０００担保有価証券

６�５００�０００借用有価証券

２００�３７５２００�０００未払金

４�０００�０００７００�０００借入金

２７�５９０２７�５９０１４�４００貸倒準備金

６９�０８１税金引当金

５００�０００増資引当金

１�４３４�８５５１�９３４�２８７１�５８１�４６２１�２１３�６６３２４８�００１７７４�６６７４４�２４４当期益金

３２�３６３�４０４�３４�４１９�２４４３０�５３０�５１８２８�５５５�９０１１４�６７３�３７６１０�１１２�４２５２�２９４�６５２合計

４７６�６９０塩販売益金利益損益計算書

６２�７３６�４４４６９�３１０�０６２６６�７４８�４５３６１�７７４�７５６３７�６８１�３０３４８�３７８�７６０売上高

３�４５７�５０５２�０４４�８６５２�２６２�７４３５７１�０７８１�６０６�１２０現在商品

４１�４００５２３�２００２２�３９８８�８１８有価証券利息

１１５�６３４８５�０００１４�５９４収入利息，預金利息

２０�１９８有価証券利息

１３６�１８０１６５�１３１２５２�３０９有価証券売却益

８７�８３８割増金

１９２�５４５１９８�３３３運賃調整差損補填金

１２４�９２０１０４�５４５価格改定差損金補填金

１�２５０２�５００２�５００他法人配当金

４６１�４６１３９４�２６２３２４�０６７１５６�２１４預金利息

９�３２０１７�８９２手数料

３９�９３６１９�２２８６３�９９０５８雑収入

６７�１５０�２４１７２�２３８�９２７６７�２２６�８４８６４�４８７�４２０３８�９２０�７３３５０�１１０�１７０５００�１６０合計



　塩販売利益については，４月から６月にかけては１００㌧当たり１３円５０銭で

低額であった。それが，６月末になると，１００㌧当たり２５円５０銭と改定する

と共に運賃に含みを持たせることで，販売数量の増加と共に好成績を得る

に至っている。＜表４＞を参照しても，塩代金の未回収も少なからずあり，

在庫額も高額であるが，７７万円もの利益をあげていることからも明らかで

あろう。＜表３＞でも，松永本店，福山，府中両支店それぞれにおいて着

実に利益をあげている通りである。

　昭和２４年度になると，資本金総額を１００万円に増額させている。また，１２

月には専売公社へ塩元売捌人指定申請書を提出し，昭和２５年３月１日に指

定書を受領している。これは，先ほど指摘した通り，塩割当配給制度の廃

止に伴い登録制度も廃止され，販売人指定制度になったことによる。この
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５６�５６５�８９５６０�８７７�４４９５７�３２２�００８３２�１１１�５９０４２�２７７�０５６買受高損失

５８�６６４�３７０売上原価

２�０４４�８６５２�５００�９２５５７１�０７８１�６０６�１２０６１�３７４繰越商品

１�２９０�１０６１�１９７�５５０１�１３１�７０４９９８�９５９塩引取運賃

１�２５９�８５２１�７７４�３７１２�１４７�２７９１�５１３�３３６小売人運賃

１７�１８２１３�７５０６�９７５支払利息

７１�３５０６３�６５０１１４�７７５支払保証料

９６�３５０銀行支払保証

５１１�０６４８１０�９７３８３２�４７２６０９�２７４諸公課負担金

２�８１７�８６４５�１０３�２５７運賃

９８�４２２９５�３６１諸公課

８３�０４３負担金

２�９６０�５００２�２５９�８３０１�９８８�１５０１�５９９�８００１�０８５�４００７６８�３００諸給与

４�０００寄付金

１６８�１４８１５８�６２６通信、交通費

５８�５０６５２�８８２４２�９２４３４�３４２通信費

２１３�０４０１９９�６０２１４８�４００５４�７３０交通費

１５�４５７１８�６４０３５�８４３１９�５７２７�２４２３�７５５消耗品費

２６５�２００２５３�２００２３１�９００１６８�０００５１２�０２０５６４�２０５店舗倉庫料その他事務費

１９９�１９３８９�４７０７３�４７５３９�８２７２６�７７０１４�０９０交際費

７９�２４０７９�１２０４７�９１４１９�６０９５２�５２８４１�５６０集会費

９５２９００５２�８８０１３６�４５５４�２５０９５�４５０厚生費

１５�１２４借入金利息

４２�１００１２３�０８８４０�７８８１�６１３有価証券使用料

５７�８１７６８�９２９５９�５５６３２�３６５２３�６０５４�６８２分類所得税

３８１�６２２営業費

６８�０００本年度法人税引当金

５９�４０７３０�２０９５２�３７０１５�９５３３５�６８６９�５１５雑費

４５�７６１運賃調整差益納付金

１３�１９０１４�４００貸倒引当金

１�４３４�８５５１�９３４�２８７１�５８１�４６２１�２１３�６６３２４８�００１７７４�６６７４４�２４４当期益金

６７�１５０�２４１�７２�２３８�９２７６７�２２６�８４８６４�４８７�４２０３８�９２０�７３３５０�１１０�１７０５００�１６０合計



時期の営業状況は，前年度の半分に減少している。これは，終戦直後から

の塩の欠乏に加え，消費者の買いだめ，そして統制上の割当以上に購入の

必要がなくても買い入れが行われたことによる。つまり，塩不足を予測し，

各家庭の台所には相当量の貯蔵塩が残されており，しかも，闇塩もあとを

絶たなかった。この様な塩確保の不安定な時期から，この時期販売が安定

したことで，逆に家庭等にある貯蔵分が消費されることになり，売り行き

が不振となったのである。よって，この時期の売買益金も８２万６≤３００円余り

も減額している。昭和２４年度の塩の販売動向について，その明細を示した

＜表５＞を参照してみよう。同表を参照すると，取引のほとんどが白塩で

あることがわかるだろう。そして注目できる点としては，当時，取引量は

２≤４２４㌧で３８≤３８９円であり，量的にも金額的にも高額な取引がなされていた

わけだが，在庫量を減らしているということである。つまり，松永本店は，

前年度の繰越高と比較して，２０㌧から１４㌧と減量，府中出張所は若干減ら

して２５㌧から１６㌧，そして福山出張所では５９㌧から３㌧に大幅に在庫量を減

らしている。こうして全体としても１０４㌧の残量を３２㌧にまで大幅に在庫量

を減らしたのである。なお，この時期は，手持証券電話公債が値上げされ，

評価益金が５２万３≤２００円となったことから，２７万５≤０００円分の損失を補填し

て２４万８，０００円の利益となっている。

　昭和２５年度になると，取扱数量・金額が共に平均５割近く増加している。

これは昨年度課題であった，数年来の統制による買溜め塩の解消や闇売買

の絶滅などによるものと考えられる。ただ，昭和２３年度の４，７０４㌧と比較す

ると，まだ取り扱い数量が少ない状態であった。

　一方，損益という面では，塩の在庫額や代金の未回収分も増額している

が，それでも塩価格の高騰，販売手数料の引上げ，取扱数量の増加などに

よって１２１万円もの販売益金を得ている。

　昭和２６年度になると，前年度と比較して小売人販売において２９７㌧の増量

となっており，消費者販売においては９８㌧減らしている。おおよそ２００㌧の

取扱数量の増加となっている。これは，醤油醸造業者への統制が撤廃され
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＜
表
５
＞
　
昭
和
２４
年
度
塩
受
払
明
細
表
（
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位
は
㌧
と
金
額
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円
）

総
合
計

合
　
計

輸
入
原
塩

内
地
原
塩

粉
砕
塩

白
　
塩

合
　
計

輸
入
原
塩
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地
原
塩

粉
砕
塩
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塩
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年
度
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入
高
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年
度
繰
越
高

受
入
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備
塩
元
売
捌
合
資
会
社

２
� ４
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２
� ３
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８７
１

９０
３７

１
� ３
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１０
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３３
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１２
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１６

１
� １
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１

３
４

２５
２
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２４

８９
０

８７
５３

１
� ３
９２

㌧
３８
� ９
６１

５７
１

１４
４２

５６
４５
９

３８
� ３
８９
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� ３
６６
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� ２
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１
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本
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度
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入
高

前
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度
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越
高

受
入

松
永
本
店

５１
０

４９
０

３１
５

３２
１８

１２
５

２０
１０

１０
㌧

５
� ９
４１

５
� ６
７４

３
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１６

４１
０

１７
１
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７
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１７
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在
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売
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高

受
払

５１
０

１４
３

１
１０

４９
７

３２
５

２９
１７

１２
６

㌧

６
� ９
７５

２３
１

４２
１３

１７
６

６
� ７
４３

３
� ７
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６
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１
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１
� ５
０３

１
� ４
４３

４６
１

５８
１０

９１
３

５９
３

５７
㌧

２１
� ２
０８

２０
� ２
２４

４
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８
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１
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４６
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たために，販売競争において苦戦したことや，売掛金の集金困難などの事

情が重なり，醸造高の手控の傾向があることから，塩売渡高の減少による

影響となっている。また販売手数料が８月から１㌧当たり１００円の引き上げ

が見られるようになったのに加え，数量が増加したこともあり，１５８万円も

の多額な利益を上げたことによる。また，＜表６＞で明らかなとおり，こ

の時期になると，食卓塩が浸透してきており，着実に良質な塩が消費者に

浸透している様子が明らかとなるだろう。

　昭和２７年には，販売数量の上昇と共に，販売手数料が１㌧相当２５０円に引

き上げられることでさらに１９３万円もの高額な利益を得ている。

お　わ　り　に

　以上，「戦後，塩販売機構の整備と展開―東備塩元売捌所を中心として

―」と題して，戦後における塩販売機構がどの様にして整備されてきたか，

そしてその展開について明らかにしてきた。広島県全体を管轄していた広

島塩元売捌合資会社が解散すると，ただちに昭和２２年７月，元売人として

東備塩元売捌合資会社を設立している。東備塩元売捌合資会社は，塩の販

売を担う商業組織であるが，塩専売制の下での商業組織であることから，

一定の販売圏が確定していたが，逆に安定的に塩を供給することを担うこ

とになっていた。

　とりわけ，東備塩元売捌合資会社の販売圏は，おおよそ旧福山藩領とい

う広範囲に及び，しかも東城など輸送が困難な地域にまで供給することと

228― ―

修道商学　第　４６　巻　第１号

＜表６＞　販売状況（覈）

合計食卓塩原塩，粉砕塩白塩合計府中出張所福山出張所松永本店

４�７０３１�４３７３�２６６４�７０４８８４２�７５９１�０６０昭和２３年度

２�４２３９４３１�４８０２�４２３４２７１�４９９４９６昭和２４年度

３�６３６１１４１�２８２２�３５４３�６３７６０８２�２２５８０３昭和２５年度

３�８３４９３３１�０４４２�７８９３�８３４７５７２�３０９７６８昭和２６年度

３�９５５１�２９２８８９３�０６５３�９５６７５３２�４８６７１６昭和２７年度

３�８２０�１�１９８９１３２�９０６３�８２０７８４２�２９４７４１昭和２８年度



なっていた。その意味では，安定供給は容易ではなかったことが想像つく

だろう。

　本項では，戦後直後における東備塩元売捌合資会社の経営動向も明らか

にしたが，こうした輸送の困難な状況下にありながらも，松永本店を始め

として，福山市，府中町に出張所を配置し，安定的な供給を果たしたので

ある。そして，明治２２年から２８年にかけての経営を概観しても，おおよそ，

毎年利益を充分に得ることができている。こうした安定的な経営は，塩専

売制下で，価格が決定され，塩運賃や営業利益などが決められており，そ

の意味で利益が保証されていたということはもちろん大きな理由の一つで

あるが，この東備塩元売捌合資会社は，明治期に設立した松永塩商社を前

身としており，古くから東備地方一帯の塩販売・輸送を担っていたことも，

大きな要因として指摘できるところである。安定的な経営の背景には，安

定的な塩供給を前提としていたのである。

　最後に，その後の展望を紹介しておきたい。専売公社は昭和２８年１０月３１

日に塩元売人指示事項の改定が行われ，各営業所に貯蔵力の増強が図られ

ることになる。弱小業者や弱小営業所などを整理・廃止する措置が行われ

ている。塩元売人の指定期間を三年とし，取扱数量を塩元売人最低取扱量

を３０００㌧とすることにしている。

　これを受け，東備塩元売捌合資会社は，２９年７月指定更新期を目処に，

営業所の年間販売数量の平均２か月分以上に相当する塩を貯蔵できる貯蔵

場を設置することと，常備数量を平均１か月分の売り渡し数量を準備させ

るなど対応している。しかし，昭和２９年９月，日本専売公社の指示により

東備塩元売捌合資会社は備後地方塩元売捌株式会社，三次塩元売捌所（吉

舎，在原，東城の部分）の３社を解散し合同することになる。かくして，

松永町を本店として，福山出張所，尾道出張所，三原出張所，瀬戸田出張

所，吉舎出張所，東城出張所の６つの出張所を有した，備後塩元売株式会

社を組織したのである。
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落合： 戦後，塩販売機構の整備と展開


